
 

海田町訓令第１号 

本     庁  

出 先 機 関  

海田町建設工事指名業者等選定要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和７年１２月１日 

 

海田町長 竹 野 内  啓 佑 

 

   海田町建設工事指名業者等選定要綱の一部を改正する訓令 

 海田町建設工事指名業者等選定要綱（平成元年海田町訓令第１号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１Ａの項中「１，３２０以上」を「１，３５５以上」に，「１，１２０以上」

を「１，０９５以上」に，「１，０３５以上」を「１，０６０以上」に改め，同表Ｂの項

中「９１５以上」を「９２０以上」に，「８５０以上」を「８４５以上」に改める。 

 別表第３から別表第５までを次のように改める。 

 別表第３（第７条関係）格付別発注標準金額表（１） 

(1) 土木一式工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

1億2,000万円以上 Ａ  

6,000万円以上1億2,000万円未満 Ａ Ｂ 

2,300万円以上6,000万円未満 Ｂ Ｃ 

1,000万円以上2,300万円未満 Ｃ  

1,000万円未満 Ｃ Ｄ 

(2) 建築一式工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

1億7,000万円以上 Ａ  

6,000万円以上1億7,000万円未満 Ａ Ｂ 

1,700万円以上6,000万円未満 Ｂ Ｃ 

1,700万円未満 Ｃ Ｄ 

(3) 電気工事の場合 

請負対象設計金額 格付 



 

4,000万円以上 Ａ  

1,700万円以上4,000万円未満 Ａ Ｂ 

600万円以上1,700万円未満 Ｂ Ｃ 

600万円未満 Ｃ Ｄ 

(4) 管工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

6,000万円以上 Ａ  

1,700万円以上6,000万円未満 Ａ Ｂ 

700万円以上1,700万円未満 Ｂ Ｃ 

700万円未満 Ｃ Ｄ 

(5) 舗装工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

4,000万円以上 Ａ  

1,500万円以上4,000万円未満 Ａ Ｂ 

1,000万円以上1,500万円未満 Ｂ Ｃ 

1,000万円未満 Ｃ Ｄ 

(6) 水道施設工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

6億円以上 Ａ  

2,900万円以上6億円未満 Ａ Ｂ 

2,300万円以上2,900万円未満 Ｂ Ｃ 

2,300万円未満 Ｃ Ｄ 

 別表第４（第７条関係）格付別発注標準金額表（２） 

(1) 土木一式工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

1億2,000万円以上2億3,000万円未満 Ｂ  

6,000万円以上1億2,000万円未満 Ｃ  

1,000万円以上2,300万円未満 Ｂ Ｄ 

1,000万円未満 Ｂ  

(2) 建築一式工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

2億3,000万円以上3億万円未満 Ｂ  

1億7,000万円以上2億3,000万円未満 Ｂ Ｃ 

6,000万円以上1億7,000万円未満 Ｃ  



 

4,000万円以上6,000万円未満 Ａ  

1,700万円以上4,000万円未満 Ａ Ｄ 

1,700万円未満 Ａ Ｂ 

(3) 電気工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

4,000万円以上6,000万円未満 Ｂ  

1,700万円以上2,300万円未満 Ｃ  

600万円以上1,700万円未満 Ａ Ｄ 

600万円未満 Ａ Ｂ 

(4) 管工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

6,000万円以上8,000万円未満 Ｂ  

1,700万円以上2,300万円未満 Ｃ  

1,000万円以上1,700万円未満 Ａ  

700万円以上1,000万円未満 Ｄ  

300万円以上700万円未満 Ｂ  

(5) 舗装工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

1,500万円以上2,300万円未満 Ｃ  

1,000万円以上1,500万円未満 Ｄ  

(6) 水道施設工事の場合 

請負対象設計金額 格付 

2,900万円以上4,000万円未満 Ｃ  

2,300万円以上2,900万円未満 Ａ  

2,300万円未満 Ａ Ｂ 

別表第５（第９条関係） 

指名業者選定数標準 

請負対象設計金額 選定する指名業者の数 

1,000万円未満 ３人以上１４人以内 

1,000万円以上2,500万円未満 ５人以上１８人以内 

2,500万円以上1億円未満 ９人以上２４人以内 

1億円以上 １２人以上３０人以内 

   附 則 

 この訓令は，令和７年１２月１日から施行する。 


